
 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について(第１０１報) 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、以下のとおりお知らせします。 

 

 

(1)  新型コロナウイルス感染症による三田市立中学校の臨時休業(学年閉鎖)の延長について 

(学校教育部学校教育課)    別紙１のとおり 
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別紙 1 

 

新型コロナウイルス感染症による三田市立中学校の臨時休業(学年閉鎖)の延長について 

 

 三田市立中学校において、新型コロナウイルス感染症の影響による学年閉鎖を行って

いますが、４月２０日に実施したＰＣＲ検査の結果、新たに５人の陽性が判明しました。 

ついては、宝塚健康福祉事務所の指導により、臨時休業（学年閉鎖）期間を延長します。 

 

１．学年閉鎖期間の延長 

  令和３年４月２３日（金）～４月３０日（金）まで期間を延長する。 

   ※現在の学年閉鎖期間は４月１７日～２２日まで 

２．ＰＣＲ検査結果について 

  ・対象人数 

教職員 ５人、生徒３８人（同学年）にＰＣＲ検査を実施（４月２０日）。 

・検査結果（４月２２日判明時点） 

教職員  ５人中  全員陰性 

生徒  ３８人中  ５人陽性 ※感染者の状態は、いずれも無症状 

３．感染者数 

日 4/14 4/15 4/16 4/22 計 

感染者数 

（内訳） 

教職員 － － １ － １ 

生徒 １ １ １ ５ ８ 

     合計 ９ 

４．対応 

・宝塚健康福祉事務所の指示に基づき、追加検査を実施する（４月２３日予定）。 

・学年閉鎖の間、引き続き生徒は自宅待機とし、各家庭において健康観察を行う。 

・当該学年以外の生徒は、引き続き健康観察を行うとともに感染防止対策を徹底

し、教育活動を継続する。 

・部活動は、引き続き４月３０日まで中止する。 

※現在は４月１７日～２２日まで中止している。 

・宝塚健康福祉事務所の調査に協力するとともに指示に基づき、感染拡大防止対策

の徹底、改善等対応する。 

・本日中に、保護者に学年閉鎖期間を延長する旨を連絡する。 

 

 
感染症法の趣旨に則り、個人情報保護の観点から患者やその家族・関係者

等が特定されないよう、また混乱を避けるため医療機関への取材や、学校に

対する風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします。 

学校教育部学校教育課(山本) 

直 通 ( 0 7 9 ) 5 5 9 - 5 1 3 6 


